
 

 

 

医療的ケアが必要な児童・生徒等への支援について 

 

１ 趣旨 

   医療的ケアが必要な児童・生徒等が、安心して学校生活を送れるよう、板橋区立

小中学校等に看護師を配置して必要な支援を行うことで、児童・生徒等の学びを保

障し、自立と社会参加を支援する。 

 

２ 支援対象とする医療的ケアの内容 

内容 

喀痰吸引 導尿 経管栄養 

インスリン注射 その他教育委員会が認めるもの 

 

３ 実施体制 

  申請に基づき、板橋区教育委員会が承認した児童・生徒等を対象とし、看護師によ

る医療的ケアの実施を中心に、関係者が連携・協力して支援を行う（下図）。 

 

４ 実施施設 

   区立幼稚園、区立小学校、放課後対策事業（あいキッズ）、区立中学校 

 

５ 医療的ケアの実施者 

   看護師配置事業受託事業者 

 

６ 今後のスケジュール 

   令和５年４月 看護師配置、支援開始 
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